
 

 
 

◎ 特定医療費（指定難病）の各種手続きにあたり、マイナ保険証移行後は、以下①～④   

  のいずれかの写しを御提出願います。 

マイナ保険証移行後（令和６年１２月２日～）の 

特定医療費（指定難病）の申請にかかる保険情報確認書類について 

山形県からの大切なお知らせ 

②資格確認書 

＜イメージ＞ 

【提出書類】 

③マイナポータル上の 
資格情報画面 

【表示方法】 

① 「マイナポータル」にログイン 

② トップページの「健康保険証」を選択 

 

④健康保険証 

 
お手元の健康保険証は、有効期限まで 

の間、最長で令和７年１２月１日まで

使用できます。 

 

＜イメージ＞ 

① 資格情報のお知らせ 

・・ 

※１ 「資格情報のお知らせ」や「資格確認証」 

は、破棄せず、必ず保管してください。 

※２ 紛失された場合は、再発行について加入

されている医療保険の保険者にお問い

合わせください。 

山形県健康福祉部障がい福祉課 


